
会計基準情報（2015.2 - 3）



1

© 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

KPMG Insight  Vol. 12 / May 2015

会計トピック①

会計基準情報 （2015. 2-3）
有限責任 あずさ監査法人

本稿は、あずさ監査法人のウェブサイト上に掲載している会計基準 Digest の
うち、2015 年 2 月分と、2015 年 3 月分の記事を再掲載したものである。会計
基準 Digest は、日本基準、修正国際基準、IFRS 及び米国基準の主な最新動向
を簡潔に紹介するニュースレターである。会計基準 Digest の本文については、
あずさ監査法人のウェブサイトの会計基準 Digest 2015/2、会計基準 Digest 
2015/3 を参照のこと。
www.kpmg.com/jp/accounting-digest

 

Ⅰ 日本基準

法令等の改正

1.		「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の
施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令
（案）」等の公表（平成27年2月4日　金融庁）

これらの改正府令案等は、「会社法の一部を改正する法律」
及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律」の施行等に伴い、金融庁関係内閣府令等
について、所要の規定の整備を行ったものである。
本改正府令案の施行期日は平成27年5月1日とされている。
コメントの締切りは平成27年3月6日である。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2014/6/30

2.		平成26年金融商品取引法等改正（1年以内施行）等に係
る政令・内閣府令案等の公表（平成27年2月13日　金
融庁）

これらの改正政令・府令案は、平成26年金融商品取引法等
改正（1年以内施行）等に係る政令・内閣府令等の改正を行う
ものである。
これらの改正府令・政令案の施行期日は平成27年5月が予
定されている。コメントの締切りは平成27年3月16日である。

会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）、日本
公認会計士協会（JICPA））

【最終基準】

1.		改正実務対応報告第31号「リース手法を活用した先端設
備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関す
る実務上の取扱い」の公表（平成27年3月11日　ASBJ）

本改正では、実務対応報告第31号において別途定めること
とされていた、契約変更時の借手の会計処理について、明確
化が図られた。
本スキームにおけるリース契約の変更時における借手の会
計上の取扱いは、以下とされた。

◦	 	ファイナンス・リース取引かどうかの再判定
	 	 	再判定にあたっては、契約変更日に、契約変更後の条件
に基づいてリース取引開始日に遡って判定を行う。

◦	 	オペレーティング・リース取引からファイナンス・リー
ス取引への変更

	 	 	再判定の結果、オペレーティング・リース取引からファイナ
ンス・リース取引となるリース取引については、契約変更日
から通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

◦	 	その他のリース取引に係る現行の取扱いへの影響
	 	 	本改正実務対応報告に定めるリース契約の変更の取扱い
は、本スキームに基づくリース取引にのみ適用されるもので
あり、その他のリース取引に係る現行の取扱いに影響を与
えるものではない。

本改正実務対応報告は、公表日以後適用される。

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2015-2.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2015-3.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/accounting-digest/Pages/accounting-digest-2015-3.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/20150204-3.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2014-06-24.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20150213-3.html
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/lease_2015/index.shtml
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あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/3/16

2.		改正実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在
外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の改正（平成
27年3月26日　ASBJ）

本改正により、以下の点について修正が行われた。

◦	 	のれんの償却に関する取扱い
	 	 	平成 26 年 1月にU.S.	GAAP が改正され、非公開会社が
のれんを償却する会計処理を選択できるようになったこと
を受け、在外子会社がのれんを償却していない場合に限
り、修正を求めるように改正された。

◦	 	少数株主損益の会計処理に関する取扱い
	 	 	企業会計基準第 22 号「連結財務諸表に関する会計基準」
の改正により、「少数株主損益の会計処理」に関する取扱
いについての国際的な会計基準との差異がなくなったこと
から、当該修正項目を削除した。

◦	 	退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理
	 	 	在外子会社において、退職給付会計における数理計算上
の差異（再測定）をその他の包括利益で認識し、その後
費用処理を行っていない場合、連結決算手続上、当該金
額を平均残存勤務期間以内の一定の年数で規則的に処理
する方法（発生した期に全額を処理する方法を継続して採
用することも含む）により、当期の損益とすることを明確化
した。

◦	 	在外関連会社の会計処理に関する当面の取扱い
	 	 	実務対応報告第 24号「持分法適用関連会社の会計処理
に関する当面の取扱い」において、在外関連会社について
も、実務対応報告第 18 号の在外子会社に対する当面の
取扱いに準じた処理を認めており、本改正を受けて準用す
る実務対応報告第 24号の取扱いも同様に変更した。

本改正は、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度の期
首から適用される。ただし、「少数株主損益の会計処理」に関
する取扱いを除き、本改正の公表後最初に終了する連結会計
年度の期首から適用することができる。また、四半期決算に
係る規定がある。
本改正についての詳細は、本誌会計②「実務対応報告第18
号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す
る当面の取扱い」の改正」も参照のこと。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/3/30

3.		改正企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会
計基準の適用指針」の公表（平成27年3月26日　ASBJ）

本改正により、現行の企業会計基準適用指針第25号「退職
給付に関する会計基準の適用指針」の定めのうち、主として複
数の事業主により設立された確定給付型企業年金制度（複数
事業主制度）の注記内容に関する定めが変更された。
具体的には、以下の場合について、注記内容の変更または
追加が行われている。

◦	 	複数事業主制度を採用し、確定拠出制度に準じた会計処
理及び開示を行っている場合

◦	 	複数事業主制度を採用し、確定給付制度の会計処理及び
開示を行っている場合

◦	 	複数事業主制度の採用に関係なく、簡便法による退職給
付債務の計算にあたって年金財政計算上の数理債務の額
を用いている場合

なお、本改正の内容は、表示方法の変更として取り扱われる。
本改正は、公表日以後最初に終了する事業年度の年度末に
係る財務諸表から適用される。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/3/30

4.		改正企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減
少等に関する会計基準」等の公表（平成27年3月26日　
ASBJ）

これらの改正では、平成26年3月26日付で「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内
閣府令」が施行され、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」等が改正されたことを受けて、単体開示の簡素
化に関連する開示項目について、一部明確化が図られた。
これらの改正は、公表日以後最初に終了する事業年度の年
度末に係る財務諸表から適用される。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/3/30

【公開草案】

該当なし。

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-03-12.aspx
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/zaigai2015/
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-03-26.aspx
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/taikyu2015/
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-03-26-2.aspx
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/kansoka2015/
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-03-26-3.aspx
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INFORMATION

1.		「平成26年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の
実施結果について」の公表（平成27年2月10日　金融庁）

金融庁は、平成26年度の有価証券報告書レビューの中で、
法令改正関係審査について、留意すべき事項を取りまとめて
公表した。

【概要】
平成26年3月31日を決算日とする有価証券報告書提出会社

（2,782社）のうち、退職給付制度を採用している連結財務諸表
（日本基準）の作成会社（2,245社）に、退職給付に関する記載
内容についての「調査票」の提出を求め、審査を実施した。こ
の結果、概ね適切な開示がなされていることが確認されたも
のの、一部の会社において、記載すべき事項が記載されてい
ない事例が確認された。

2.		「平成25年度有価証券報告書レビューの重点テーマ審査
及び情報等活用審査の実施結果について」の公表（平成
27年2月10日　金融庁）

金融庁は、平成25年度の有価証券報告書レビューの中で、
重点テーマ審査及び情報等活用審査の実施結果を取りまとめ
て公表した。

【概要】
平成25年3月31日から平成26年3月30日までを決算日とす
る有価証券報告書の提出会社（4,025社）のうち、重点テーマに
着目して抽出した会社（324社）に対して、重点テーマ審査及
び情報等活用審査を実施した。この結果、概ね適切な開示が
なされていることが確認されたものの、昨年度に引き続き、一
部の会社において、企業結合や減損損失に関する不明瞭な記
載等が確認された。

3.		監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケー
ション」の改正並びに当該改正に関連する品質管理基準
委員会報告書及び監査基準委員会報告書の一部改正の公
開草案の公表（平成27年2月26日　JICPA）

本公開草案は、①平成26年6月に公布された改正会社法へ
の対応、②改正された独立性に関する指針への対応、③監査
事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況に関する監査
人の伝達義務の明確化、④監査役等とのコミュニケーション
項目の明瞭化等を図ったものである。
本公開草案は、平成27年4月1日以後開始する事業年度に係
る監査、及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査
から適用されることが提案されている。コメントの締切りは平

成27年3月27日である。

4.		監査基準委員会研究報告「監査品質の枠組み」の公開草案
の公表（平成27年2月26日　JICPA）

本公開草案は、監査人の監査品質の継続的な改善に資する
ため、国際監査・保証基準審議会（IAASB）において公表さ
れた“A	Framework	for	Audit	Quality”をもとに、我が国にお
いて監査品質に影響を及ぼす要因を取りまとめるべく検討を
行ったものである。また、会社法の改正及びコーポレートガバ
ナンス・コードの原案が公表されたことに伴い、今後、監査
品質及び監査品質に影響を及ぼす要因に関する議論の機会が
増えることが想定されることから、そのような監査の利害関係
者における議論に資することも期待されている。
コメントの締切りは平成27年3月27日である。

5.		「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用におけ
る法定実効税率の検討」の公表（平成27年3月9日　
ASBJ）

ASBJが公表した第307回企業会計基準委員会の議事概要に
おいて、平成27年度税制改正に係る改正法が平成27年3月31
日までに公布された場合の、税効果会計の適用における法定
実効税率について、実務の参考となる算定例が示された。
なお、平成27年度税制改正に係る改正法は、平成27年3月
31日に公布されている。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/3/13

6.		「コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度
の整備について」の公表（平成27年2月24日　東京証券
取引所）

本上場制度の整備案は、今後策定されるコーポレートガバ
ナンス・コード（以下「コード」という）の適用に向けた所要の
制度整備のほか、独立社外取締役の独立性に関する情報開示
についての見直しを行ったものである。

【主な内容】
◦	 	市場第一部・市場第二部・マザーズ・JASDAQの上場会
社がコードを実施しない場合に、その理由を説明すること
を、企業行動規範の「遵守すべき事項」に規定する。

◦	 	マザーズ・JASDAQの上場会社は、コードのうち「基本原
則」部分を実施しない場合にその理由を説明する。「原則」
及び「補充原則」部分を実施しない場合の理由説明は不
要である。

http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150210-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150210-3.html
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/260_1.html
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1789.html
https://www.ifac.org/publications-resources/framework-audit-quality-key-elements-create-environment-audit-quality
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20150306/20150306_index.shtml
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/189diet/index.htm
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2015-03-10.aspx
http://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/nlsgeu0000007k0q-att/20150305.pdf
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◦	 	「コードを実施しない場合の理由の説明」は、コーポレート・
ガバナンス報告書に欄を新設して記載するほか、「コードを
実施するために行う開示」についても、本報告書に別途、
欄を新設して記載する。

◦	 	上場会社は、定時株主総会後、遅滞なくコーポレート・ガ
バナンス報告書を提出するものとされるが、平成 27年 6月
以後最初に開催する定時株主総会については、準備がで
き次第すみやかに、遅くともその 6ヵ月後までに、提出する。

◦	 	上場会社が独立役員を指定する場合は、その独立役員と
上場会社との間の特定の関係の有無及びその概要を開示
する。

本上場制度の整備案は、平成27年6月1日を目途に実施予定
である。コメントの締切りは平成27年3月26日である。
なお、コード原案については次項も参照のこと。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/2/27

7.		「コーポレートガバナンス・コード原案～会社の持続的な
成長と中長期的な企業価値の向上のために～」の公表　
（平成27年3月10日　金融庁・東京証券取引所）

本原案は、平成26年12月17日に公表されたパブリックコメ
ント案について、寄せられたコメントを受けて第9回「コーポ
レートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」におい
て確定されたものである。パブリックコメント案からは、一部、
文言の修正等があるのみで、内容自体に変更は加えられてい
ない。
今後、東京証券取引所において本原案をその内容とする

「コーポレートガバナンス・コード」を制定し、また関連する
制度整備のための改正規則を平成27年5月上旬に公表する予
定である。これらは同年6月1日より施行されることが見込ま
れている。
本改正についての詳細は、本誌特集「コーポレートガバナ
ンス・コードを読み解く　第3回　コーポレートガバナンス・
コードへの対応に関する誤解と実施手順」も参照のこと。

あずさ監査法人の関連資料
■  会計・監査ニュースフラッシュ　2015/3/10

日本基準についての詳細な情報、過去情報は、
■  あずさ監査法人のウェブサイト（日本基準）へ

Ⅱ 修正国際基準

会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ））

【最終基準】
該当なし。

【公開草案】
該当なし。

修正国際基準の設定を巡る動向

2015年2月5日に第22回IFRSのエンドースメントに関す
る作業部会（以下「作業部会」という）が開催された。この作
業部会では、前回に引き続き、2014年7月に公表された修正
国際基準の公開草案に寄せられたコメントへの対応が検討さ	
れた。
今回の作業部会で、作業部会における検討は終了した。今
後は、ASBJにおいて、修正国際基準の公表に向けて検討が行
われる予定である。

修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は、
■  あずさ監査法人のウェブサイト（修正国際基準）へ

Ⅲ IFRS

会計基準等の公表（IASB、IFRS 解釈指針委員会）

【最終基準】
該当なし。

【公開草案】

1.		公開草案「負債の分類（IAS第1号の改訂案）」の公表（2015
年2月10日　IASB）

本公開草案は、負債の流動・非流動の分類に関するIAS第1
号「財務諸表の表示」の規定を見直し、以下を明確化すること
を提案している。

◦	 	負債の流動・非流動の分類が、報告期間の末日において
存在する権利に基づいて行われること

◦	 	負債の決済と、企業からの資源の流出との間の関連付け

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2015-02-25.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150305-1.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaas-news-flash-2015-03-05.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/minutes/20150205.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/exposure_drafts/index.shtml
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/endorsement/exposure_drafts/comments_20140731.shtml
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-publishes-proposals-to-clarify-the-way-liabilities-are-classified-February-2015.aspx
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適用時期は、寄せられたコメントを踏まえて決定される予
定である。適用方法は、IAS第8号「会計方針、会計上の見積
りの変更及び誤謬」に従って遡及適用することが提案されてい
る。早期適用は認めることが提案されている。コメントの締切
りは2015年6月10日である。

あずさ監査法人の関連資料
■  IFRSニュースフラッシュ　2015/2/16
■  IN	THE	HEADLINES	2015/03　（英語）

【我が国の任意適用制度に関する諸法令等（金融庁）】

1.		「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に
規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する
件の一部を改正する件」の公表（平成27年3月30日　金
融庁）

本改正により、IASBが平成26年7月1日から12月31日まで
に公表したIFRS第9号「金融商品」を含む国際財務報告基準
が、新たに指定国際会計基準に含まれた。
本改正は、平成27年3月30日付で官報掲載され、同日から
適用されている。

あずさ監査法人の関連資料
■  IFRSニュースフラッシュ　2015/3/31

【IASB と我が国の任意適用制度を巡るその他の動向】

1.		河野正道氏がIFRS財団モニタリング・ボードの議長に再
任（2015年2月3日　IFRS財団モニタリング・ボード）

IFRS財団の監督機関であるモニタリング・ボードは、2015
年2月3日に、河野正道氏をモニタリング・ボードの議長に再
任したと発表した。同氏は金融庁の金融国際審議官を務めて
いる。
河野氏の議長としての任期は2015年2月までとなっていた
が、この再任により、2017年2月まで延長された。

2.		熊谷五郎氏がIASB諮問会議の副議長に就任（2015年2
月23日　IFRS財団）

IASBの監督機関であるIFRS財団の評議員会は、2015年
2月23日に、熊谷五郎氏をIFRS諮問会議（IFRS	Advisory	

Council）の副議長に指名したと発表した。
熊谷氏は、日本証券アナリスト協会の代表としてIFRS諮問
会議のメンバーを務めている。また、同氏は、みずほ証券株
式会社経営調査部の上級研究員であり、京都大学の経営管理
大学院で客員教授を務めている。

IFRSについての詳細な情報、過去情報は、
■  あずさ監査法人のウェブサイト（IFRS）へ

Ⅳ 米国基準

会計基準等の公表（FASB）

【最終基準（会計基準更新書（Accounting　Standards　
Updates, ASU））】

1.		第2015-02号「連結（Topic	810）：連結範囲の分析に関
する改訂」の公表（2015年2月18日　FASB）

本ASUにより、以下の項目に関する連結の評価方法が変更
された。

◦	 	リミテッド・パートナーシップ及び類似の事業体を連結する
か否か

◦	 	意思決定者またはサービス提供者への報酬が変動持分事
業体（variable	interest	entity,	VIE）の変動持分であるか
否か

◦	 	報告企業の関連会社が保有するVIEの変動持分により、
当該VIEを連結することが求められるか否か

従来、ASU第2010-10号1により、特定の投資会社及び類似
の事業体については、FASB基準書第167号「FASB解釈指針
第46号（改訂版）の改訂」2の適用が先送りされていたが、本
ASUにより、適用先送りに関する規定は廃止された。また、
1940年投資会社法Rule2a-7または類似の規則が適用されるマ
ネー・マーケット・ファンドについては連結基準の適用から除
外された。
本ASUは、公開営利企業に対して、2015年12月16日以降
開始する期中及び年次報告期間から適用される。その他の企
業に対しては、2016年12月16日以降開始する年次報告期間及
び2017年12月16日以降開始する年次報告期間にに含まれる期
中報告期間から適用される。早期適用は認められる。

1	 	ASU第 2010-10 号「特定の投資ファンドに関する改訂」
2	 	ASU第 2009-17 号「変動持分事業体に関与する企業の財務報告の改善」

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-02-12.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-in-the-headlines/Pages/ifrs-in-the-headlines-2015-3.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150330-2.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2015-03-31.aspx
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20150203-2/01.pdf
http://www.ifrs.org/Alerts/Governance/Pages/IFRS-Foundation-appoints-new-Vice-Chairs-to-Advisory-Council-February-2015.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/ifrs/Pages/default.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176164939022&acceptedDisclaimer=true


6

© 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

KPMG Insight  Vol. 12 / May 2015

会計トピック①

あずさ監査法人の関連資料
■  Defining	Issues	15-6　（英語）

【公開草案（会計基準更新書案（ASU 案））】

1.		ASU案「区分処理される組込デリバティブを含む複合金
融商品の開示」の公表（2015年2月24日　FASB）

本ASU案は、区分処理される組込デリバティブと、その組
込デリバティブに関連する主契約とを紐付ける情報を開示す
ることを企業に要求することを、提案している。現行のU.S.	
GAAPでは、区分処理される組込デリバティブは、デリバティ
ブに関する一般的な開示規定の適用範囲に含まれているが、
組込デリバティブと、それに関連する主契約を明確に紐付け
る情報を開示することは、要求されていない。
適用日は、市場関係者からのコメントを検討した後に決定さ
れる。コメントの締切りは2015年4月30日である。

あずさ監査法人の関連資料
■  Defining	Issues	15-7　（英語）

米国基準についての詳細な情報、過去情報は、
■  あずさ監査法人のウェブサイト（米国基準）へ

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。

有限責任	あずさ監査法人　
TEL: 03- 3548-5112（代表電話）
azsa-accounting@jp.kpmg.com 
担当：高田朗、島田謡子

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-6.aspx
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/DocumentPage?cid=1176165007001&acceptedDisclaimer=true
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-15-7.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
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